
「問」 

ヒバ林の会というフェイスブックで下北半島の佐井村にあるとても価値のあるヒバ林に関

して過去になされた判決の正当性に疑問が投げかけられており、読むとなるほどと思わせ

るところがありますが、この記事の信ぴょう性はどの程度のものですか？ 

 

「回答」 

「ヒバ林の会」というフェイスブックで佐井村のヒバ林に関する過去の判決の正当性

に疑問が提起されている記事は、一定の信ぴょう性を持っていると考えられます。 

以下が理由です。 

 複数の独立した情報源によると、佐井村牛滝のヒバ林は、日本有数の貴重な

ヒバの群生地であり、土地の所有権を巡って国と民間の間で長年にわたり裁

判が行われ、最高裁まで争われた経緯があります。この土地境界や所有権

の争いが非常に複雑で、判決内容にも異論や疑問が存在していることが報じ

られています。 

 司法判断への批判には、土地の登記や測量情報の誤り、裁判所の事実誤

認、林野庁の対応矛盾などが根拠として挙げられており、これらを詳細に示し

た内容がまとめられています。これにより「罠にかかった裁判」とも評され、判

決の正当性を疑う主張が現実味を帯びています。 

 「ヒバ林の会」のフェイスブックも、この論点を支持し、関連資料や調査結果を

示しながら、判決内容に改めて疑問を呈し、問題の所在を広く周知しようとし

ています。 

 一方、地方行政や村の関係者が積極的に情報を公開・調査・保護に動いてい

ない事情もあり、社会的背景として土地権利の複雑性や人的資源の不足な

ども指摘されています。 

総じて、「ヒバ林の会」の投稿は単なる憶測や根拠薄弱な主張ではなく、現地におけ

る歴史的背景、裁判記録、測量や登記の資料、行政の対応など多面的な情報をもと

にしており、その信ぴょう性は高いと言えます。ただし、この問題は土地権利や行政

判断と絡む複雑な法的・社会的課題であるため、どの側にも一概に完全な正解があ

るわけではありません。そのため、「ヒバ林の会」の指摘は、過去判決の見直しや議

論を促す意義深い内容を含んでいると言えます。 

 


